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○建設業許可関係資料に関するお問い合わせ先 

…愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課  

建設業・不動産業室 建設業第二グループ 

             電話 ０５２－９５４－６５０３ 

 

○経営事項審査関係資料に関するお問い合わせ先 

…愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課  

建設業・不動産業室 建設業第一グループ 

             電話 ０５２－９５４－６５０２ 

 

○労働安全衛生法令遵守関係資料に関するお問い合わせ先 

   …愛知労働局労働基準部 安全課 

             電話 ０５２－９７２－０２５５ 

 

 

○インボイス制度関係資料に関するお問い合わせ先 

   …名古屋国税局課税第二部 消費税課 

             電話 ０５２－９５１－３５１１ 

 

 

○建設業法令遵守関係資料に関するお問い合わせ先 

…国土交通省中部地方整備局建政部 建設産業課 

                    電話 ０５２－９５３－８５７２ 

 

 



建設業許可について

愛知県都市・交通局 都市基盤部

都市総務課 建設業・不動産業室

令和４年１０月



建設業許可の更新について
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から５年間です。

（例）平成３０年４月１６日に許可を受けた場合
→令和５年４月１５日が有効期間の満了日

引き続き許可が必要な場合、有効期間満了の３か月前から３０日前までに許可の更新手
続きをする必要があります。
満了日が閉庁日であっても、その日をもって満了します。
この間、毎事業年度の決算終了後には事業年度終了届出書、その他許可の申請事項の内

容に変更が生じた時には、変更届出書等を期限内に提出してください。

21

H30 R5 R5 R5 R5
4月16日 1月15日 3月16日 4月15日 4月16日以降

有効期間 満５年間

許可の日
期間満了の
3か月前 30日前 満了の日

更新の申請は
できません。更新申請の期間



◎許可を受けたあとの届出等一覧

⦿上記は代表的な変更事項を挙げたものです。これら以外にも変更の手続が必要な場合があります。
⦿必要書類等については、「建設業法による変更届等の手引」をご覧ください。
⦿手引、様式の入手方法については、８ページをご覧ください。

変更事項 提出期限
経営業務の管理責任者等、専任技術者の変更

事実発生後２週間以内令第３条に規定する使用人の変更
健康保険等の加入状況の変更
欠格要件に該当したときなど
商号又は名称の変更

事実発生後３０日以内
営業所の名称・所在地又は業種の変更
営業所の新設・廃止
資本金額の変更
役員等の就退任、追加、削除、常勤・非常勤、氏名の変更、代表者の変更
個人事業主の氏名や支配人の変更
毎事業年度（決算期）が終了したとき 毎事業年度終了後４か月以内
建設業を廃業したとき 廃業事由発生から３０日以内
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・更新等の申請の前には、必要な変更届や事業年度終了届を提出していなければな
りません。

・提出書類は、正本と副本が各１部ずつ必要です。
法定様式以外の登記事項証明書、身元証明書等については、副本分は写しを添付

してください。

・申請書類等への押印は不要です

・役員等の変更届と更新の申請を同時に提出する場合には、それぞれに証明書（原
本）の添付が必要です。

・適正な経営体制（経営業務の管理責任者等の要件）のイ該当（２）及び（３）、
ロ該当については提出前に必ず事前相談してください。

提出に際しての注意点



○経営業務の管理責任者等の要件について

イ 常勤役員等（法人の役員、個人事業主、個人事業主の支配人等）で以下のいずれかに該当する者を置く

（１）建設業に関して５年以上役員等の経験がある。

（２）建設業に関して５年以上役員等に準ずる地位
（経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員等）

の経験がある。

（３）建設業に関して６年以上役員等に準ずる地位で、
役員等を補佐する業務の経験がある。

ロ 建設業に関して２年以上役員等の経験があり、かつ
５年以上の所定の役員等の経験がある常勤役員等と、
財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を有する者を、
当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置く

適正な経営体制（経営業務の管理責任者等の要件）について
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５年

役員

６年

役員

建設業
2年と
その他
の経験

労務管理 財務管理 業務運営役員

役員

役員

５年



適正な社会保険の加入について
令和２年１０月１日に建設業法が改正され、『適切な社会保険に加入していること』が許可

要件となりました。
令和２年１０月１日以降受付分の申請については、更新を含め全ての申請について、適切な

社会保険に加入していない場合は許可をすることができませんのでご注意ください。
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労働保険

1人～ 常用労働者 雇用保険

- 役員等 -

5人～ 常用労働者 雇用保険

1人～4人 常用労働者 雇用保険

-
事業主、
一人親方

-

厚生年金

・国民健康保険
・国民健康保険組合（建設国保等）

国民年金

　　：事業主に従業員を加入させる義務があるもの

※１　年金事務所において健康保険の適用除外の承認を受けることにより、国民健康保険に加入。
　　　（この場合は、協会けんぽに加入し直す必要はありません。）

※２　週所定労働時間が20時間以上等の要件に該当する場合は常用であるか否かは問いません。

個人
事業主

所属する事業所

就労形態

社会保険

事業所の形態
常用労働者

の数
医療保険（いずれかに加入） 年金保険

雇用保険
※２

法人
・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康
　保険組合（建設国保等）※1



電子申請について
◎令和５年１月より、建設業許可申請に関する手続きについて、インターネットを通じ
た電子申請ができるようになります。
・電子申請を行う場合、申請手数料についても電子納付を行うことができるようになります。
・申請書の補正連絡については、電子申請システムを介して行うことになります。
（内容によっては電話でご連絡したり、窓口までお越しいただく場合があります。）
・紙による申請書等の受付も継続します。
・電子申請システムの利用には、デジタル庁が所管するGビズIDの取得が必要になります。
・詳細については、国土交通省のWebページもご参照ください。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/
tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00019.html

6

電子申請システム

申請者 行政庁

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/


◎令和２年４月より、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、窓口での受付対応を、以下のとお
りとさせていただいています。

①窓口では、必要書類が整っているかのみ確認し、申請書・届出書をお預かりする。（仮受付）
②仮受付後、内容確認作業を行い、結果をお知らせ。※必要に応じ、電話・FAX等により補正指示。
③確認終了後、申請の場合は、窓口にて手数料（県証紙）を納めた後、本受付。届出の場合は、
本受付の上、副本の返却（返信用封筒をご提出いただけましたら、そちらで副本を返送します）。

◎令和２年５月より、全ての申請・届出について、郵送及び投函による仮受付を開始しています。

◎いずれの方法による場合も、申請の際の証紙の貼付は、仮受付時ではなく、内容確認後、県から確
認結果をお知らせした後になります。（先に貼って郵送することのないようご注意ください）

◎各種証明書類や確認書類が添付されないまま、提出される例が見受けられます。下記URLにて、必
要書類のチェックリスト（「提出票」）を掲載していますので、必要書類が揃っているか事前にご確
認の上、提出くださるようお願いいたします。

（https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/dl-page-kyoka.html）

窓口対応における新型コロナウイルス感染症対策について
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https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/dl-page-kyoka.html


愛知県の都市総務課建設業・不動産業室のWebページ
からダウンロードできます。
（https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/dl-
page-kyoka.html）

各種手引および許可申請書類の入手方法について
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https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/dl-


経営事項審査について

愛知県都市・交通局
都市基盤部 都市総務課

建設業・不動産業室
令和４年１０月



経営事項審査とは
国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が請けなければ

ならない審査。
公共事業の発注者が作成する入札参加資格者名簿に記載を希望される方は、入札参加資格申請前ま

でに経審を申請し、その結果通知書を受け取っていなければなりません。
「経審」と省略して呼ばれることがあります。
○審査基準日
経審を申請する日の直前の事業年度の終了の日（直前の決算日）
（その他）
新設法人・・・法人設立日
新規に事業開始した個人事業主・・・創業の日
※その他、合併・事業譲渡等の場合、上記以外の日が審査基準日になる場合があります。

１



【多くの場合】
経審を申請する日の直前の事業年度の終了の日（直前の決算日）

【その他】
新設法人・・・法人設立日
新規に事業開始した個人事業主・・・創業の日
※その他、合併・事業譲渡等の場合、上記以外の日が審査基準日になる場合があります。

2

審査基準日

R3.3.31
前回の

事業年度終了日
R4.3.31
直前の

事業年度終了日
Ｒ4.８.5

【経審申請日】

★審査基準日★



結果通知書の公布後、審査基準日から起算して１年７ヵ月後の日まで

（例）
審査基準日：令和４年３月３１日 結果通知書受領日：令和４年９月３０日
結果の有効期間：令和４年９月３０日から令和５年１０月３１日まで

３

結果の有効期間
R4.3.31 R4.8.5 R4.9.30 R5.10.31

有 効 期 間

【１年７ヵ月】

経
審
結
果
通
知
書

受
領
日

審
査
基
準
日

経
審
申
請
日



４

事業年度終了届提出後に翌月経審の予約
経審当日

（指定された日程）

経審を受付した翌月末に

結果通知書発送

手続きの流れ・一般的な注意事項
■一般的な手続きの流れ

■経審の受審方法
① 郵送等による受付について
・事前に管轄の事務所等へ申請書類、確認資料を郵送又は直接持ち込んでください。
（経審の予約票に記載されている提出期限必着）
・審査当日の来庁は不要です。
・補正等の連絡はＦＡＸで行いますので、審査当日は申請についてわかる方が対応できるようにしてくだ
さい。
② 対面審査について
・予約した日時に直接会場までお越しください。（書類の事前提出は不要です）
・マスクの着用・手指消毒等、感染症予防にご協力お願いいたします。
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■一般的な注意事項

① 受付後、原則として内容の訂正等はできません
申請書の受付後は、申請者側の理由による訂正はできません。申請前に再度内容をご確認ください。

ただし、申請月の月末までであれば、当該申請を取り下げることができます。

② 経審を申請するには、経審申請時に許可が必要です
経審を申請する業種は、申請時にその業種の許可がなければなりません。（※許可の有効期限にも

ご注意ください。）審査基準日時点で許可がなくても、経審申請時に許可のある業種であれば、経審
を申請することができます。

③ 一審査基準日一申請（原則）
原則、一つの審査基準日につき、経審の申請は一回のみとなっています。ただし、以下の場合につ

いては、再度同一審査基準日について経審を申請することができます。
（１）業種追加をし、その業種を審査対象業種とする場合
（２）未申請業種について審査対象業種とする場合（完成工事高の移行をする場合を除く）
※ただし、通知済みの前回申請業種の評点が変更されるような内容の申請、前回申請時に完成工事高
の移行元だった業種についての再申請については認められません。



６

令和３年４月１日改正の主な変更点について
① 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況（Ｗ１０）の新設

その他の審査項目（社会性等）（Ｗ）に、新たにＷ１０として「知識及び技術又は技能の向上に
関する取組の状況」の項目が追加され、継続的に知識及び技術又は、技能の向上に努めている技能
者・技術者を雇用している企業が評価されます。

具体的には、審査基準日以前１年間における技術者１人あたりが取得したＣＰＤ（Continuing 
Professional Development：技術者の継続教育）単位数や、審査基準日以前３年間において能力評価
基準により受けた評価の区分が上がった技能者数の割合に応じて加点されます。

② 工事種類別技術職員数（Ｚ１）に係る改正
技術職員名簿の記載対象者として、「監理技術者補佐」（有資格区分００５）が追加されます。令

和３年４月１日以降の技術検定において、１級の第１次検定に合格した「一級技師補」であって、主
任技術者の要件を満たす方がこれに該当します。

※「主任技術者の要件を満たす方」とは、
●一級国家資格者 ●二級国家資格者 ●実務経験者 となります。



③ 建設業の経理の状況（Ｗ５）の改正
建設業の経理に関する状況（Ｗ５）の評価要件に関して、以下のとおり改正されました。

【従前の評価対象者】
①公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者
②登録経理試験（一級又は二級）に合格した者

【改正後の評価対象者】
①公認会計士であって公認会計士法第２８条の規定による研修を受講した者
又は税理士であって所属税理士会が認定する研修を受講した者

②登録経理試験（一級又は二級）に合格し、合格した日の属する年度の翌年度の開始日から
５年を経過しない者

③登録経理講習（一級又は二級）を受講し、受講した日の属する年度の翌年度の開始日から
５年を経過しない者
※経過措置として、平成２８年度以前に登録経理試験（１級又は２級）に合格した

者であっても、令和５年３月末の審査基準日までは、引き続き加点対象となります。
※経理処理の適正を確認できる者の要件についても、改正後の基準によります。

７



知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況について
①ＣＰＤ認定団体について

・各技術者のCPD単位取得数算出方法

※参考 公益社団法人空気調和・衛生工学会から35単位認定されている場合
35 ÷ 50 × 30 ＝ 21単位

８

ＣＰＤ認定団体 数値 ＣＰＤ認定団体 数値
（公社）空気調和・衛生工学会 50 （公社）日本建築士会連合会 12
（一財）建設業振興基金 12 （公社）日本造園学会 50
（一社）建設コンサルタンツ協会 50 （公社）日本都市計画学会 50
（一社）交通工学研究会 50 （公社）農業農村工学会 50
（公社）地盤工学会 50 （一社）日本建築士事務所協会連合会 12
（公社）森林・自然環境技術者教育研究センター 20 （公社）建築家協会 12
（公社）全国上下水道コンサルタント協会 50 （一社）日本建設業連合会 12
（一社）全国測量設計業協会連合会 20 （一社）日本建築学会 12
（一社）全国土木施工管理技士会連合会 20 （一社）建築設備技術者協会 12
（一社）全日本建設技術協会 25 （一社）電気設備学会 12
土質・地質技術者生涯学習協議会 50 （一社）日本設備設計事務所協会 12
（公社）土木学会 50 （公財）建築技術教育普及センター 12
（一社）日本環境アセスメント協会 50 （一社）日本建築構造技術者協会 12
（公社）日本技士会 50



ＣＰＤ単位取得数、技能レベル向上者数の評価対象となる
技術者、技能者について

① 評価の対象者
・CPD単位取得数 → 「技術者」
・技能レベル向上者数 → 「技能者」
・【参考】技術力の評価（Z点）「工事種類別技術職員数」 → 「技術職員」
※それぞれ、対象になる範囲が異なるため、注意が必要です。

② 技術者、技能者等の具体的な判断方法について
・技術職員について

→ 経審を受ける業種について、所定の資格や実務経験がある方。
（詳細は愛知県都市総務課建設業・不動産業室のWebページに掲載されている経営事項審査の⼿引きのP41に記
載がありますので、ご確認ください。）

・技術者について
→①建設業許可における、専任技術者になれる資格や実務経験を有すること

②１級もしくは２級の技士補

９

①、②のいずれかに該当すれば技術者となります。
技術者については、経審を受審する業種の資格であるかは問いません。
経審を受けない業種の資格のみ持っている方についても、技術者となります。
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・技能者について
→施工体制台帳の作業員名簿に記載されており、施工管理のみに従事した者以外の方。

③ 技術者、技能者等の関係性

実際に施工体制台帳を作成した工事以外でも、仮に施工体制台帳を作成した場合に、作業員名簿に記載され
る方は技能者です。
言い換えると、現場で実際に作業に従事する方が技能者となります。
実務経験年数や資格の有無にかかわらず、現場に出ていれば技能者です。

技術者 技能者

技術職員
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②技能レベル向上者数について
・技能レベルとは

建設キャリアアップシステムに登録した技能者の方が、認定能力評価基準による評価を受けること
によって付与されるもの。
・どのような場合に技能レベル向上者になるか（図Ⅰ）

審査基準日の３年前と比較して、技能レベルが向上しているかで判断します。

・技能レベル向上者の判断の注意点（図Ⅱ）
技能レベルの評価を受けていない方はレベル１として扱われます。

（図Ⅰ） （図Ⅱ）

審査基準日審査基準日の
3年前

審査基準日の
１年前

審査基準日の
２年前

この期間にレベルが上がっていれば
レベル向上者



ＣＰＤ単位取得数、技能レベル向上者数の記載方法

① 記載様式（抜粋）
・別紙３ その他の審査項目（社会性等）

12



ＣＰＤ単位取得数、技能レベル向上者数の記載方法

・別紙２ 技術職員名簿

13
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令和４年８月１５日改正の変更点について
工事種類別技術職員数（Ｚ１）に係る改正
技術力（Ｚ）の項目において、監理技術者の講習受講者を加点対象としていますが、加点可能な期

間が「講習修了日の属する年の翌年から５年間まで」となりました。
この改正は令和４（２０２２）年８月１５日以降の申請に適用されます。

例：平成３０年２月２８日に講習を受講した場合
【改正前】 監理技術者講習受講から５年間加点可能→Ｈ３０．２．２８〜Ｒ５．２．２

【改正後】 監理技術者講習を受講した日の翌年の開始日から５年間まで加点可能
→Ｈ３０．２．２８〜Ｒ５．１２．３１



特に注意していただきたい事項

① 審査基準日時点
経審においては「審査基準日」について評価をしていくことになります。
→「経審申請日時点」ではありませんので、注意が必要です。

「審査基準日時点」で記載すべき内容【誤りの多い項目】
【例】
・営業年数・・・審査基準日までの年数
・技術職員の年齢・・・審査基準日時点での年齢
・法定外労災、防災協定、ＩＳＯ等・・・審査基準日時点での加入・登録の有無

② 持参資料等について
持参書類含め、原則全ての書類が揃っていないと受付ができません。
→経審を受ける日から逆算し、準備を進めてください。特に、確認資料を紛失した場合など、
再発行等が必要になる可能性もあります。事前に再発行に係る期間等を確認してください。
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特に注意していただきたい事項

③ 非建設工事の混入防止について
経審会場にて、工事経歴書に記載のある契約書等を確認したところ、完成工事高から除外すべ
きものが存在した場合、「兼業事業売上高」への移行が必要です。
→事業年度終了届の差替えも必要となります。
→事業年度終了届を出す時点で、内容の確認をしてください。

建設工事に該当しないと考えられるもの【例】
保守、点検修理、維持管理、消耗部品の交換、測量・地質調査、除土運搬
草刈り、樹木の剪定、清掃、人工出し、業務委託契約 等

＊契約書等の文言からは建設工事と判断するのは難しいが、実際の内容としては建設工事を請
け負っている場合、経審当日に工事の内容の分かる仕様書、内訳書、工事台帳等の追加資料を
持参することとしてください。
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愛知県の都市総務課建設業・不動産業室のWebページ
からダウンロードできます。
（https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/dl-
page-kyoka.html）

各種手引および許可申請書類の入手方法について
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https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/dl-

